
 

 

伊勢崎市 
ISESAKI CITY 

令和７年１２月１５日 

報道機関各位 

「すべての市民の交通安全に関する協定」の締結について 

                               都市計画部交通政策課 

 

外国人を含む誰もが安心安全な地域社会の実現に寄与するために、民間企業と交通安全に

関する連携協定を締結します。 

 

１ 実施概要 

県内で最も多くの外国人住民が生活する本市において、誰にとっても安心安全な地域社会

を実現するために、本市、（株）Aizawa Corporation および三井住友海上火災保険（株）の

三者により協定を締結します。 

協定に基づき、外国人を含むすべての市民に対して、交通安全の推進に必要な情報の提供

や交通ルールの理解促進を図ります。 

 

２ 協定の名称 

すべての市民の交通安全に関する協定書～交通事故削減と多文化共生の連携協力について～ 

 

３ 協定締結式 

（１）日 時 

  令和７年１２月１９日（金）午前１０時３０分より 

（２）場 所 

 伊勢崎市役所本庁舎東館３階災害対策室 

 

４ 連携事項 

(1) 交通ルール及び交通安全に関する情報提供 

(2) 交通安全教育、啓発活動 

(3) 交通事故削減に向けたセミナー及び相談会の開催 

 (4) 事業を実施する上で必要な調査 

 (5) 上記事業に関する多言語化 

 

問い合わせ先 交通政策課 諏訪 ℡0270-27-2734 

内線 2532    


